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明
治
政
府
は
、
は
や
く
か
ら
自
ら
の
支
配
体
制
を
維
持
し
つ
つ

日
本
に
資
本
主
義
的
制
度
を
輸
入
し
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
い

わ
ゆ
る
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
政
策
、
そ
し
て
、
そ
の
前
提
に
な

る
金
融
制
度
の
近
代
化
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
為
替
会

社
の
失
敗
、
明
治
五
年
の
国
立
銀
行
条
例
に
も
と
づ
く
国
立
銀
行

の
失
敗
に
よ
っ
て
、
本
来
明
治
政
府
の
抱
い
て
い
た
健
全
通
貨
制

度
確
立
の
志
向
は
後
景
に
し
り
ぞ
き
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
明
治
九

年
改
正
条
例
の
も
と
に
創
設
さ
れ
た
国
立
銀
行
に
よ
っ
て
「
金
融

ヲ
疏
通
シ
」
、
「
物
産
ヲ
蕃
殖
」
さ
せ
、
殖
産
興
業
を
促
進
し
よ
う

と
す
る
政
策
が
前
面
に
現
れ
て
き
た
。
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
一
五

三
に
も
の
ぼ
る
国
立
銀
行
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
そ
の
国

国
立
銀
行
と
為
替
業
務
（
新
井
）

国
立
銀
行
と
為
替
業
務

’
第
百
国
立
銀
行
を
中
心
と
し
て
Ｉ

一一

明
治
十
年
代
の
国
立
銀
行
の
営
業
状
況
は
、
一
般
的
に
そ
の
営

業
は
良
好
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
銀
行
業
務
の
基
礎
で
あ
る
資
金
面

は
株
主
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
不
換
紙
幣
た
る
銀
行
紙
幣
が
大

き
な
比
重
を
し
め
て
お
り
、
預
金
に
お
い
て
も
官
公
預
金
の
し
め

一
九
七

立
銀
行
の
は
た
し
た
役
割
な
り
機
能
な
り
を
論
ず
る
時
に
、
そ
の

銀
行
の
背
景
に
あ
る
社
会
経
済
的
条
件
、
設
立
主
体
等
に
よ
っ
て

も
銀
行
の
性
格
は
こ
と
な
っ
て
き
て
い
る
し
、
一
五
三
の
国
立
銀

行
は
み
な
独
自
の
存
在
理
由
と
独
自
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
の

で
、
い
ち
が
い
に
規
定
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
は

第
百
国
立
銀
行
を
主
体
と
し
て
、
為
替
業
務
を
通
じ
て
そ
の
一
端

を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

新
井
撲
博
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る
割
合
が
極
め
て
大
き
か
っ
た
。
一
方
貸
出
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

貸
付
で
あ
り
、
融
資
の
対
象
は
、
会
社
設
立
資
金
、
会
社
運
転
資

金
等
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
手
形
割
引
、
荷
為
替
の
よ
う
な
商
品
流

通
を
基
礎
と
す
る
も
の
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
荷
為
替
を
坂
組
む
こ
と
に
よ

っ
て
貸
付
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
と

お
し
て
も
国
立
銀
行
は
強
固
な
経
営
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
百
国
立
銀
行
は
、
明
治
十
一
年
に
創
業
し
て
い
る
が
、
こ
の

銀
行
の
創
立
願
を
見
る
と
、

今
般
受
領
ス
ル
処
ノ
公
債
証
書
並
紙
幣
取
交
セ
協
議
ノ
上
国
立
銀
行
創

立
致
シ
度
、
依
し
之
東
京
府
第
一
大
区
十
三
小
区
浜
町
二
町
目
三
番
地

一
一
該
店
設
置
、
大
約
弐
拾
五
万
円
ノ
資
本
ヲ
以
開
業
仕
度
候
条
至
急
御

免
許
相
成
様
奉
レ
願
候
也
。

明
治
十
一
年
三
月
什
八
日

東
京
府
第
一
大
区
七
小
区
五
郎
兵
衛
町
拾
弐
番
地
平
民

発
起
人

高
橋
利
兵
衛

東
京
府
第
十
一
大
区
一
小
区
寺
島
村
百
三
拾
五
番
地

全
戸
寄
留
島
根
県
士
族

吉
田
忠
己

同
第
一
大
区
一
小
区
浜
町
第
一
一
町
目
三
番
地
寄
留
右
同
断

須
知
正
直

同
白
井
清
丈

東
京
府
第
一
大
区
十
四
小
区
小
網
町
第
三
丁
目
十
八
番
地

国
立
銀
行
と
為
替
業
務
（
新
井
）

平
民

高
橋
長
平

同
第
六
大
区
四
小
区
本
町
千
年
町
二
十
三
番
地

同
川
崎
金
三
郎

同
第
一
大
区
九
小
区
南
鍋
町
第
一
丁
目
三
番
地

寄
留
島
根
県
士
族

原
六
郎

大
蔵
卿
大
隈
重
信
殿
（
１
）

と
あ
り
、
右
の
外
、
河
田
景
与
・
河
崎
真
胤
・
田
中
清
光
の
三
名

が
発
起
人
に
加
わ
り
願
書
を
明
治
十
一
年
一
一
一
月
一
一
十
八
日
に
大
蔵

省
に
提
出
し
た
。
し
か
し
大
蔵
省
か
ら
は
六
月
七
日
付
「
願
旨
ノ

趣
資
本
金
弐
拾
五
万
円
ヲ
以
テ
創
立
之
儀
〈
難
一
一
聞
届
一
。
尤
弐
拾

万
円
以
下
一
一
テ
創
立
ノ
見
込
モ
有
し
之
候
〈
十
日
限
更
二
可
一
一
願

出
こ
旨
の
指
令
が
あ
り
、
資
本
金
を
一
一
十
万
円
に
減
じ
て
国
立

銀
行
創
立
の
許
可
を
得
て
い
る
。
こ
の
銀
行
の
株
主
及
役
員
は
、

左
一
記
に
示
す
通
り
で
あ
る
が
、

支
配
人
宮
部

久

取
締
役
円
城
寺
芳
蔵

同
高
崎
長
平

同
川
崎
金
三
郎

同
吉
田
忠
己

頭
取
原

六
郎

士
族
を
中
心
と
し
て
設
立
さ
れ
た
銀
行
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

即
ち
頭
取
原
六
郎
を
は
じ
め
、
鳥
取
藩
主
池
田
慶
徳
（
一
一
三
万
五

一
九
九
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千
石
）
の
家
令
吉
田
忠
己
、
水
戸
藩
士
川
崎
金
三
郎
等
、
士
族
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
事
業
は
日
本
橋
区
万
町
に
本
店
を
設
け

九
月
四
日
よ
り
そ
の
営
業
を
開
始
し
た
。

第百国立銀行株主姓名表

法
政
史
学
第
一
五
号

吉
田
忠
己

河
崎
真
胤

川
崎
金
三
郎

原
六
郎

高
崎
長
平

安
田
善
次
郎

円
城
寺
芳
蔵

河
田
景
与

宮
部

久

白
井
清
丈

須
知
正
直

高
橋
利
兵
衛

市
川
好
三

木
島
文
六

姓
名

東
京
府
葛
飾
郡
寺
島
村
一
一
一
三
七
番
地

同
所
同
番
地

東
京
本
所
千
歳
町
四
六
番
地

同
南
鍋
町
一
丁
目
七
番
地

同
小
網
町
一
一
一
丁
目
二
十
八
番
地

同
小
網
町
四
丁
目
八
番
地

同
浜
町
二
丁
目
十
四
番
地

同
赤
坂
新
坂
町
一
番
地

東
京
桧
物
町
一
五
番
地

同
浜
町
二
丁
目
一
四
番
地

同
所
同
番
地

同
五
郎
兵
衛
町
一
二
番
地

同
本
所
相
生
町
一
丁
目
六
番
地

同
深
川
西
元
町
八
番
地

住

所
初
期
の
営
業
を
承
る
な
ら
ば
、
こ
の
銀
行
は
は
や
く
か
ら
生
糸

を
中
心
と
し
た
海
外
荷
為
替
業
務
を
重
視
し
、
そ
の
営
業
を
行
っ

て
い
た
。
第
四
回
半
季
実
際
考
課
状
一
○
頁
に
は
「
海
外
輸
出
入

九
六
○

六
七
五

一
三
五

七
○

三
○

三
○

三
○

二
○

一一一

一
○

一
○

一
○五一一一

合
計
二
○
○
○

株
数

九
六
○
○
○

六
七
五
○
○

一
三
五
○
○

七
○
○
○

三
○
○
○

三
○
○
○

・
三
○
○
○

二
○
○
○

一
二
○
○

一
○
○
○

一
○
○
○

一
○
○
○

五
○
○

三
○
○

合
計
二
○
○
○
○
○

株
数
現
価
へ
円
）

二
○
○

原六郎翁伝上巻327頁より
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ノ
権
衡
ヲ
得
ザ
ル
ョ
リ
理
財
ノ
要
点
ヲ
失
却
Ｚ
且
商
業
振
起
セ

ザ
ル
ヲ
憂
上
曇
キ
ー
一
允
准
ヲ
蒙
リ
米
国
輸
出
荷
為
換
ノ
業
ヲ
開
キ

…
…
」
（
２
）
と
あ
る
が
、
す
で
に
頭
取
原
六
郎
は
、
は
や
く
か
ら

海
外
貿
易
の
事
を
考
え
て
い
た
ら
し
く
、
明
治
八
年
ロ
ン
ド
ン
か

ら
家
兄
達
に
送
っ
た
手
紙
に
も
直
輸
出
の
必
要
を
の
ぺ
て
い
る
。

「
今
般
一
友
人
帰
朝
の
幸
便
に
托
し
呈
寸
楮
伺
貴
意
侯
。
…
…
中

略
…
…
此
迄
富
国
強
兵
と
は
口
癖
に
し
て
い
つ
も
其
実
を
不
得
固

よ
り
国
不
富
ん
ぱ
其
兵
不
強
。
且
其
国
を
富
ま
す
の
手
術
亦
種
々

あ
る
内
、
外
国
の
貿
易
ヲ
最
と
す
。
日
本
に
国
産
鮮
ぎ
に
非
ず
。

輸
出
の
品
生
絲
あ
り
、
茶
あ
り
、
米
麦
あ
り
、
綿
あ
り
其
他
種
々

あ
り
、
然
れ
ど
も
日
本
人
は
い
つ
も
家
の
内
に
居
て
世
界
の
相
場

を
不
知
而
己
た
ら
ず
、
嘗
て
世
界
に
一
の
店
を
出
せ
し
二
と
無
し

と
云
て
可
な
り
。
夫
故
折
角
苦
永
た
る
右
の
産
物
の
高
利
は
多
く

外
国
人
の
手
に
落
つ
る
は
笑
に
愚
な
る
話
也
。
右
に
付
迂
生
知
己

の
大
阪
辺
江
州
辺
の
豪
商
を
募
り
、
大
社
を
結
ん
で
彼
等
を
し
て

此
迄
洋
人
に
取
ら
れ
た
る
利
益
を
得
せ
し
め
ば
、
皇
国
進
歩
の
一

助
に
し
て
彼
等
も
亦
幸
な
ら
ん
と
既
に
当
国
に
於
て
或
る
商
人
等

に
内
を
手
段
を
掛
合
居
り
候
事
に
候
。
兄
等
若
し
志
あ
ら
ぱ
太
田

垣
・
西
村
一
一
代
瀬
戸
甚
等
の
連
中
と
会
社
を
結
び
、
三
丹
の
生
絲

を
（
世
界
の
相
場
を
閏
合
せ
）
買
占
め
其
左
直
ち
に
英
仏
の
出
店

に
送
ら
ぱ
高
利
を
得
る
事
無
疑
。
…
…
」
（
３
）
と
あ
る
。
我
国
に

お
い
て
は
、
明
治
維
新
以
来
、
対
外
国
貿
易
は
殆
ん
ど
各
開
港
場

国
立
銀
行
と
為
替
業
務
（
新
井
）

の
居
留
地
に
あ
る
外
国
商
館
に
独
占
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
外
国
商
人

は
、
日
本
の
商
人
と
か
生
産
者
の
無
知
な
こ
と
、
対
外
取
引
に
関

す
る
法
律
の
不
備
な
て
ん
に
乗
じ
て
種
々
の
不
正
手
段
を
も
っ
て

不
当
な
利
益
を
得
て
い
た
。
殊
に
こ
の
弊
害
は
当
時
日
本
の
重
要

輸
出
品
で
あ
っ
た
生
絲
貿
易
に
著
し
か
っ
た
。
即
ち
「
従
来
生
絲

取
引
上
一
一
於
テ
外
商
の
専
横
ナ
ル
拳
テ
数
フ
ル
二
違
ア
ラ
ズ
ト
雄

モ
、
姑
ラ
ク
其
著
シ
キ
モ
ノ
ヲ
拳
レ
バ
、
外
国
商
人
一
一
売
込
問
屋

ヲ
廻
り
生
絲
ノ
見
本
ヲ
以
テ
値
段
ヲ
取
極
〆
、
直
チ
｜
一
己
レ
等
力

商
館
ノ
倉
庫
へ
為
引
入
、
然
ル
後
拝
見
シ
テ
始
メ
テ
本
取
引
ト
ナ

ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
未
ダ
金
員
モ
払
〈
ズ
シ
テ
自
家
ノ
倉
庫
へ
引
込

ミ
、
一
片
ノ
証
書
ヲ
モ
交
付
セ
ザ
ル
ノ
一
事
一
一
テ
モ
既
―
―
尋
常
商

業
ノ
正
道
一
一
適
〈
ザ
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
一
一
足
し
り
。
然
ノ
ミ
ナ
ラ

ズ
、
本
国
ノ
気
配
ヲ
測
り
投
機
ヲ
以
テ
生
絲
ヲ
買
入
ン
ト
ス
ル
モ

ノ
多
ケ
レ
バ
、
慨
ネ
生
絲
ヲ
引
入
レ
サ
セ
シ
後
チ
数
日
間
乃
至
十

日
以
上
モ
拝
見
ヲ
為
サ
ズ
シ
テ
本
国
ノ
報
知
如
何
ヲ
侍
チ
、
気
配

善
シ
ト
報
シ
来
レ
バ
通
例
ノ
通
り
一
一
拝
見
ヲ
済
シ
テ
買
入
レ
、
若

シ
気
配
悪
シ
ト
報
ア
レ
。
〈
拝
見
ノ
時
ワ
ザ
ト
荷
物
一
一
種
々
ノ
難
癖

ヲ
附
テ
「
・
ヘ
ケ
」
ト
シ
、
甚
シ
キ
ー
ー
至
リ
テ
〈
電
信
ノ
報
知
悪
シ

ト
テ
断
然
「
ペ
ケ
」
一
一
ス
ル
コ
ト
ア
リ
。
叉
現
一
一
五
百
筒
ノ
買
入

ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ー
ー
、
先
ヅ
八
百
筒
ノ
約
定
ヲ
為
シ
テ
引
入
サ
セ

ー
時
外
国
銀
行
へ
対
シ
融
通
ノ
助
ト
ン
、
事
済
テ
後
チ
破
談
シ
テ

差
戻
ス
コ
ト
ア
リ
。
其
引
込
持
帰
リ
ノ
運
賃
ハ
イ
ヅ
レ
モ
皆
荷
主

一
一
○
一
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ノ
失
費
ト
ナ
リ
、
彼
〈
毫
モ
其
損
失
ヲ
担
当
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
。
其

間
若
シ
売
込
問
屋
ヨ
リ
異
議
ヲ
容
ル
時
〈
暴
威
ヲ
以
テ
恐
嚇
ス
ル

等
言
語
道
断
ノ
振
舞
ア
リ
。
又
斤
量
掛
改
ノ
如
キ
モ
其
風
袋
（
各

商
館
一
一
テ
製
シ
置
キ
、
実
量
半
斤
内
外
ナ
ル
ヲ
セ
分
五
厘
或
〈
一

斤
ト
定
ム
ル
ヲ
以
テ
目
前
一
秤
一
一
付
一
一
一
十
目
乃
至
六
十
目
ノ
差
ヲ

生
ジ
、
且
我
力
｜
筒
（
九
貫
匁
）
ヲ
｜
秤
ト
ス
ル
カ
普
通
ナ
ル
ー
ー

故
ラ
ニ
小
分
シ
テ
ー
筒
ノ
七
分
乃
至
半
分
ヲ
一
秤
ト
シ
テ
此
ノ
差

ヲ
増
加
セ
シ
ム
ル
ー
ー
至
ル
。
加
フ
ル
一
一
一
斤
以
下
ノ
端
数
ヲ
切
り

薬
ル
ヲ
以
テ
生
絲
｜
筒
ノ
差
〈
少
ナ
ク
モ
一
斤
一
一
下
ラ
ズ
。
之
ヲ

横
浜
取
扱
ノ
絲
荷
高
一
一
一
万
五
千
筒
一
一
乗
ズ
ル
時
〈
一
一
一
万
五
千
斤
一
一

シ
テ
此
ノ
価
弐
拾
壱
万
弗
ト
ナ
リ
、
之
一
一
屑
物
ヲ
合
ス
レ
バ
必
ズ

四
十
五
六
万
弗
ノ
巨
額
ト
ナ
ル
。
是
し
皆
彼
ノ
専
横
ヲ
以
テ
不
当

ノ
利
益
ヲ
墾
断
ス
ル
モ
ノ
」
（
４
）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
情
勢
に
あ
っ
た
の
で
、
第
百
国
立
銀
行
は
開
業
す
る
や
直
ち

に
択
善
会
（
我
国
最
初
の
資
本
家
団
体
）
に
加
入
し
て
同
業
者
と

の
連
絡
を
と
り
、
第
一
国
立
銀
行
と
の
間
に
コ
ル
レ
ス
ポ
ン
デ
ン

ス
約
定
を
締
結
し
て
為
替
事
業
を
開
始
し
た
。
明
治
十
年
の
上
半

季
の
頃
に
は
、
国
立
銀
行
の
創
立
も
少
な
く
、
他
店
と
為
替
取
組

の
約
定
を
結
ぶ
も
の
は
少
な
か
っ
た
が
、
明
治
十
二
年
六
月
末
日

で
は
「
国
立
銀
行
ノ
創
立
セ
ラ
レ
シ
モ
ノ
百
五
十
支
店
七
十
九
ノ

多
キ
ー
一
達
シ
為
替
約
定
店
の
数
亦
大
一
一
増
加
シ
テ
一
一
一
百
一
一
一
十
八
箇

ノ
多
キ
ー
及
ヘ
リ
越
エ
テ
明
治
十
一
一
一
年
六
月
三
十
日
一
一
於
テ
ハ
為

法
政
史
学
第
一
五
号

替
取
組
ノ
線
交
互
錯
綜
シ
テ
遂
二
一
千
二
十
七
箇
一
一
達
シ
全
ク
前

日
ノ
形
勢
ヲ
一
変
セ
リ
・
・
…
・
中
略
…
…
我
為
替
事
業
〈
前
後
僅
々

二
箇
年
ノ
間
二
於
テ
全
ク
其
面
目
ヲ
改
メ
タ
ル
ヲ
見
ル
ヘ
シ
是
ヨ

リ
以
後
内
国
資
金
ノ
流
動
歳
一
一
月
一
一
益
其
利
便
ヲ
増
セ
リ
」
（
５
）

と
い
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
。
第
百
国
立
銀
行
に
お
い
て
は
、
明
治

十
二
年
下
期
か
ら
外
国
為
替
業
務
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
主
と

し
て
ア
メ
リ
カ
向
生
糸
の
輸
出
荷
為
替
を
取
扱
う
の
で
あ
る
が
、

「
米
国
輸
出
生
糸
荷
為
替
の
儀
ヲ
佐
藤
組
と
結
約
し
該
為
換
事
務

取
扱
の
為
め
米
国
在
留
開
通
社
念
員
田
代
四
郎
へ
当
銀
行
の
代
理

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

を
委
託
せ
り
（
中
略
）
該
圭
兀
捌
代
価
は
田
代
四
郎
よ
り
新
約
克
領
事

館
へ
納
付
領
事
館
よ
り
商
務
局
へ
電
信
為
換
等
の
事
藝
を
同
局
え
請

願
也
し
に
九
月
（
註
、
明
治
十
二
年
）
十
七
日
允
准
せ
ら
れ
且
右

荷
為
替
取
組
の
儀
に
付
佐
藤
組
約
定
書
相
添
へ
九
月
四
日
大
蔵
卿

閣
下
え
請
願
し
同
月
什
日
允
准
を
蒙
り
た
り
」
（
６
）
と
あ
り
、
わ

が
国
に
お
い
て
外
国
為
替
業
務
を
公
許
の
も
と
に
営
ん
だ
の
は
こ

の
銀
行
が
最
初
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
第
三
十
三
国
立

銀
行
も
ほ
と
ん
ど
同
時
に
海
外
荷
為
替
事
業
に
着
手
し
、
第
百
銀

行
と
同
様
田
代
氏
を
代
理
人
に
立
て
て
い
た
の
で
、
相
互
の
間
に

約
定
書
を
交
換
し
て
共
同
戦
線
を
は
っ
た
。
（
７
）
第
百
国
立
銀
行

で
は
、
海
外
荷
為
替
は
本
業
の
急
務
な
り
と
し
て
そ
の
拡
張
計
画

を
進
め
た
。
明
治
十
三
年
下
半
季
（
自
七
月
至
十
一
一
月
）
の
考
課

状
に
は
「
当
半
季
間
本
店
ノ
業
務
〈
頗
ル
繁
忙
一
一
シ
テ
先
年
兼
テ

二

○
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着
手
セ
シ
海
外
荷
換
ノ
便
利
ヲ
謀
り
七
月
一
一
於
テ
横
浜
へ
出
張
店

ヲ
置
キ
、
引
続
キ
十
一
月
一
一
及
ソ
デ
福
島
へ
出
張
店
ヲ
設
ケ
、
専

ラ
生
絲
直
輸
出
並
一
一
内
地
荷
為
換
ノ
例
ヲ
開
ケ
リ
。
爾
来
日
尚
浅

ク
充
分
ノ
成
績
ヲ
顕
サ
ズ
ト
錐
モ
好
結
果
ヲ
報
道
ス
ル
ノ
日
〈
遠

キ
ニ
ァ
ラ
ザ
ル
ベ
シ
。
海
外
荷
為
換
〈
本
業
ノ
急
務
ナ
レ
ベ
夙
一
一

之
ヲ
拡
張
セ
シ
ム
ル
ノ
目
途
一
一
シ
テ
、
十
二
年
六
月
紐
育
府
へ
代

理
人
ヲ
置
キ
爾
後
孜
々
ト
シ
テ
尽
力
セ
ン
一
一
、
終
一
一
小
資
金
ヲ
以

テ
充
分
ノ
需
〆
一
一
応
ジ
兼
ネ
、
依
テ
第
一
一
一
十
三
国
立
銀
行
卜
協
議

シ
海
外
荷
為
換
資
金
拝
借
之
儀
前
季
大
蔵
省
へ
出
願
シ
タ
レ
ド
モ

許
可
セ
ラ
レ
ズ
。
其
後
正
金
銀
行
へ
直
輸
出
荷
為
換
資
金
御
貸
下

ゲ
ア
リ
シ
ー
ー
付
、
更
一
一
同
行
へ
約
束
シ
荷
為
換
委
托
金
ヲ
以
テ
直

輸
ノ
生
絲
等
ヲ
地
方
ヨ
リ
横
浜
迄
ノ
荷
為
換
ヲ
取
組
ム
コ
ト
ト
ナ

レ
リ
。
…
…
後
略
…
…
」
（
８
）
と
あ
り
、
横
浜
と
福
島
に
そ
れ
ぞ

れ
支
店
を
設
け
て
、
内
地
荷
為
替
業
務
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
し
て
あ
る
程
度
、
生
絲
業
者
と
の
結
び
つ
き
お
も

推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ま
た
、
明
治
十
五
年
に
な
る
と
、
群

馬
県
前
橋
に
支
店
を
設
け
、
荷
為
替
並
に
為
替
取
組
を
行
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
支
店
は
、
生
絲
の
出
荷
が
済
む
と
休
業
し
、
新
絲
荷

為
替
の
頃
に
な
る
と
叉
開
く
と
い
う
営
業
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
（
９
）

｜一一

こ
の
よ
う
に
輸
出
荷
為
替
事
業
が
拡
張
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て

国
立
銀
行
と
為
替
業
務
（
新
井
）

一
銀
行
の
資
本
の
承
を
も
っ
て
し
て
は
到
底
一
般
の
要
求
に
応
ず

る
こ
と
の
で
き
な
い
情
勢
に
あ
っ
た
の
で
、
第
一
一
一
十
三
国
立
銀
行

と
も
協
議
の
う
え
輸
出
荷
為
資
金
の
借
用
方
を
大
蔵
省
へ
連
署
請

願
し
た
。
し
か
し
政
府
は
当
時
為
替
専
門
の
銀
行
と
し
て
設
立
さ

れ
た
横
浜
正
金
銀
行
に
こ
の
直
輸
出
荷
替
の
事
業
を
独
占
さ
せ
よ

う
と
企
て
て
い
た
か
ら
、
第
百
、
第
三
十
三
国
立
銀
行
が
請
願
し

た
輸
出
荷
為
替
資
金
の
借
用
方
も
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し

大
蔵
省
は
横
浜
正
金
銀
行
に
限
っ
て
紙
幣
三
百
万
円
の
「
御
預
入

し
」
を
允
許
し
、
同
行
に
お
い
て
は
こ
れ
を
資
金
と
し
て
所
謂

「
御
用
外
国
荷
為
替
」
の
取
扱
を
開
始
し
た
た
め
、
第
百
国
立
銀

行
は
横
浜
正
金
銀
行
と
契
約
し
て
荷
為
替
委
托
金
を
受
け
こ
れ
を

以
て
直
輸
出
の
生
絲
等
を
内
地
の
各
方
面
か
ら
横
浜
へ
輸
送
す
る

迄
の
荷
為
替
を
坂
組
む
こ
と
と
な
っ
た
。
横
浜
正
金
銀
行
明
治
十

三
年
下
半
季
（
頸
牝
羽
俳
調
十
一
日
）
考
課
状
は
「
前
季
の
末
に
於
て

別
段
御
預
け
入
紙
幣
の
一
項
は
既
に
願
旨
允
裁
の
内
諭
を
豪
り
た

れ
と
も
其
金
額
は
未
た
御
下
付
の
場
合
に
至
ら
さ
り
し
然
る
に
市

場
の
時
機
は
早
く
既
に
荷
為
替
の
主
眼
た
る
生
絲
輸
出
の
季
節
に

際
し
荷
為
替
貸
付
の
差
手
は
一
日
も
遅
緩
す
へ
か
ら
さ
る
の
場
合

に
臨
承
た
る
を
以
て
其
機
宜
を
失
は
ん
こ
と
を
慮
り
右
金
額
御
下

付
の
日
に
至
る
迄
の
支
弁
に
供
せ
ん
か
為
め
当
半
期
の
初
め
に
於

て
紙
幣
部
中
仮
り
に
荷
為
替
貸
の
一
科
を
設
け
之
を
試
行
せ
り
此

荷
為
替
貸
の
一
科
を
挙
行
せ
し
よ
り
生
糸
産
出
の
地
方
に
設
置
せ

二
○
一
一
一
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法
政
史
学
第
一
五
号

る
各
銀
行
よ
り
此
貸
付
金
融
通
の
依
頼
あ
る
に
由
り
乃
ち
当
座
預

り
金
貸
越
約
定
の
例
に
倣
ひ
貸
付
金
頬
の
極
度
を
定
め
其
根
抵
当

を
入
れ
し
め
右
各
地
方
に
於
て
坂
組
む
処
の
荷
為
替
は
総
て
本
行

に
於
て
其
受
払
を
為
し
随
て
入
金
あ
れ
は
随
て
之
を
貸
付
し
順
環

流
通
以
て
彼
我
の
便
利
を
達
す
る
を
旨
趣
と
せ
り
爾
来
右
の
約
定

に
拠
り
取
引
を
為
す
も
の
日
一
日
よ
り
多
く
各
地
方
よ
り
本
行
に

向
て
輪
送
せ
る
生
糸
の
高
意
外
に
増
進
し
其
盛
な
る
時
に
在
て
は

殆
と
四
千
筒
の
巨
額
に
登
れ
り
而
し
て
此
生
糸
は
悉
く
本
行
の
倉

庫
に
積
入
れ
荷
主
売
込
の
好
機
会
を
得
る
迄
は
成
丈
け
持
続
を
得

る
の
便
左
与
へ
棄
売
の
遺
憾
無
か
ら
し
め
ん
を
注
意
せ
し
と
雄
も

如
何
せ
ん
元
資
の
金
額
僅
少
に
し
て
到
底
十
分
の
目
的
を
達
す
る

こ
と
能
は
さ
り
ぎ

十
月
中
旬
に
至
り
政
府
よ
り
前
条
外
国
直
輸
荷
為
替
資
金
三
百
万

円
を
漸
次
に
預
け
入
ら
る
る
を
以
て
追
次
前
回
の
約
を
解
き
新
規

約
定
を
取
結
ひ
右
御
預
入
金
三
百
万
円
の
口
へ
振
替
へ
る
の
手
続

に
及
ひ
た
り
右
前
回
の
約
定
を
取
結
ひ
た
る
各
銀
行
は
左
の
如
シ

東
京
第
一
一
一
十
三
国
立
銀
行

福
島
第
六
国
立
銀
行

東
京
第
百
国
立
銀
行

須
賀
川
第
百
八
国
立
銀
行

松
代
第
六
十
三
国
立
銀
行

豊
橋
第
八
国
立
銀
行

へ
九
十
一
一
一
力
）

三
春
第
六
国
立
銀
行

右
御
預
入
金
参
百
万
円
は
各
地
産
出
品
の
海
外
直
輸
出
奨
励
せ
ら

る
る
の
特
典
に
出
つ
る
も
の
…
…
後
略
．
．
…
・
」
（
Ⅲ
）
で
あ
っ
た
爪
、

当
時
正
金
銀
行
が
各
地
方
銀
行
に
対
す
る
荷
為
替
資
金
貸
出
は
次

表
の
ご
と
く
で
あ
る
。
第
三
十
三
国
立
銀
行
の
定
限
額
・
貸
出
額

荷為換資金貸出表

自明治13年10月27日至明治13年11月20日

貸出金額定限高称名 東上

円
1７５，８００

円
200,000

二
○
四

田
第
十
九
国
立
銀
行

一
泉

丸
家
銀
行

但
第
一
一
一
十
三
第
百
第
八
及
ひ
丸
家
銀
行
の
如
き
は
何
れ

も
上
州
又
は
信
州
の
支
店
若
く
は
出
張
所
に
於
て
為
替

を
取
組
承
た
る
な
り

第三十三銀行

第百国立銀行

第六国立銀行

第八国立銀行

第七十七国立銀行

掛川銀行

第百八銀行

第二十四銀行

第七十四銀行

第百○七銀行

第拾国立銀行

6０，０００7０，０００

5０，０００50,000

7０，０００7０，０００

15,00015.000

5０，０００5０，０００

4０，０００5０，０００

2０，０００20.000

5０，０００7０，０００

2５，０００2５，０００

1４，０００2０．０００

566,800640.000

3巻付録447頁日本金融史資料第
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が
大
き
い
の
は
、
は
や
く
か
ら
直
輸
出
荷
為
替
業
務
を
行
っ
て
い

た
関
係
か
ら
特
別
の
配
慮
が
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の

貸
付
は
大
蔵
卿
佐
野
常
民
が
八
月
三
十
日
に
太
政
官
へ
稟
伺
し
た

中
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
ね
ら
い
は
「
外
国
為
替
の
法
及

上
直
輸
出
ノ
道
ヲ
開
導
シ
以
テ
貿
易
ノ
商
権
ヲ
恢
復
シ
輸
出
入
ノ

平
均
ヲ
致
シ
金
銀
貨
ノ
価
格
ヲ
シ
テ
常
一
一
平
準
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
」

Ｈ
）
に
あ
っ
た
。
さ
き
ほ
ど
も
の
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
幕

末
開
港
当
時
か
ら
明
治
四
十
四
年
頃
迄
は
、
貿
易
上
に
お
い
て
も

諸
外
国
に
た
い
し
対
等
の
関
係
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
情
勢
は
、
政
府
を
し
て
早
く
か
ら
商
権
回
復
、
そ
し
て

殖
産
興
業
に
力
を
そ
そ
が
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
商
権
回
復

運
動
に
と
も
な
う
直
輸
出
貿
易
が
さ
け
ば
れ
て
く
る
と
、
ど
う
し

て
も
生
絲
売
込
商
と
外
商
と
の
間
に
摩
擦
が
つ
よ
く
た
か
ま
り
、

い
わ
ゆ
る
横
浜
聯
合
生
絲
荷
預
所
問
題
が
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
が

こ
の
よ
う
な
過
程
の
な
か
に
お
い
て
、
政
府
ｌ
横
浜
正
金
銀
行

ｌ
国
立
銀
行
ｌ
生
絲
売
込
商
の
ラ
イ
ン
が
で
き
あ
が
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
紛
争
に
、
第
一
国
立
銀
行
を
は
じ
め
多

く
の
銀
行
が
金
融
上
の
便
宜
を
計
っ
た
が
、
そ
の
融
通
額
は
二
百

万
円
乃
至
六
百
万
円
余
と
い
わ
れ
て
い
る
（
、
）
。
も
ち
ろ
ん
原
六

郎
は
明
治
十
六
年
よ
り
横
浜
正
金
銀
行
の
官
選
取
締
役
に
な
り
、

ま
も
な
く
頭
取
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
第
百
国
立
銀
行
と
し
て
は

当
然
正
金
銀
行
と
密
接
な
関
係
を
保
ち
え
た
と
思
わ
れ
る
し
、
一

国
立
銀
行
と
為
替
業
務
（
新
井
）

方
第
二
国
立
銀
行
の
ご
と
ぎ
は
そ
の
創
立
者
及
び
株
主
は
ほ
と
ん

ど
横
浜
の
売
込
商
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
冠
）
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
相
互
の
結
び
つ
き
と
商
権
回
復
と
い
う
時
代
の
要
請
が
国

立
銀
行
を
中
心
と
し
た
一
つ
の
ラ
イ
ン
に
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
当
時
横
浜
正
金
銀
行
と
生
糸
改
正
会
社
間
に
国
立

銀
行
が
入
っ
て
荷
為
替
の
前
貸
を
行
っ
て
い
た
が
、
今
、
第
九
十

五
国
立
銀
行
川
越
支
店
と
武
州
生
糸
改
正
会
社
の
間
の
約
定
書
を

見
て
当
時
の
営
業
方
法
の
一
端
を
知
る
事
が
で
き
る
。

約
定
書
、
）

第
九
十
五
国
立
銀
行
色
）
ヨ
リ
武
州
生
糸
改
正
会
社
製
造
ノ
生
糸
ヲ
以

テ
荷
為
換
前
金
及
上
荷
為
換
ヲ
借
受
ル
ー
一
付
双
方
ノ
間
二
締
約
ス
ル
条

々
左
ノ
加
シ

第
一
条
第
九
十
五
国
立
銀
行
〈
横
浜
正
金
銀
行
ヨ
リ
輸
出
物
品
へ
対

シ
荷
為
換
前
金
賃
ノ
為
〆
預
ヶ
入
レ
ノ
金
員
ヲ
以
テ
生
糸
改
正
会
社

製
造
ノ
生
糸
二
対
ス
ル
荷
為
換
前
金
ト
シ
テ
貸
渡
ス
所
ノ
金
額
〈
通

貨
五
万
円
卜
定
ム
ヘ
シ

但
本
文
ノ
金
額
受
渡
シ
〈
別
紙
雛
形
ノ
受
取
証
ヲ
以
テ
ス
ペ
シ

第
二
条
此
荷
為
換
前
金
ヲ
生
糸
改
正
会
社
二
於
テ
借
受
ダ
ル
当
日
ヨ

リ
六
十
日
以
内
二
談
金
額
二
相
当
ス
ル
生
糸
ヲ
時
価
十
分
ノ
セ
ノ
割

合
ヲ
以
テ
第
九
十
五
国
立
銀
行
へ
差
入
し
同
銀
行
二
於
テ
定
ム
ル
所

ノ
荷
為
換
手
形
ヲ
以
テ
更
二
横
浜
マ
テ
ノ
荷
為
換
ヲ
取
組
前
金
ヲ
返

済
ナ
ス
ヘ
シ

第
三
条
右
為
換
荷
物
横
浜
入
着
ノ
上
荷
受
主
同
伸
会
社
ノ
手
ヲ
経
テ

ー
一
○
五
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法
政
史
学
第
一
五
号

受
二
海
外
輸
出
ノ
荷
為
換
ヲ
取
組
前
借
受
ダ
ル
内
地
荷
為
換
金
ヲ
返

済
ナ
シ
而
シ
テ
生
糸
改
正
会
社
〈
第
一
条
ノ
金
額
ヲ
繰
返
シ
借
受
ル

モ
ノ
ト
ス

第
四
条
輸
出
ス
ヘ
キ
荷
物
時
価
ノ
変
遷
等
ニ
ョ
リ
不
得
止
事
故
ヲ
以

テ
内
地
二
於
テ
売
捌
ス
ト
ス
ル
時
〈
生
糸
改
正
会
社
〈
其
荷
主
ヲ
シ

テ
事
情
ヲ
横
浜
正
金
銀
行
へ
其
申
シ
タ
ル
上
其
売
場
ヶ
代
ノ
銀
貨
ヲ

以
テ
荷
受
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
此
場
合
二
於
テ
ハ
該
銀
貨
二
荷
受
当
日
荷
五

日
間
横
浜
株
式
取
引
所
午
前
午
後
銀
貨
平
均
相
場
ノ
復
平
均
相
庭
ヲ

乗
シ
荷
為
換
紙
幣
高
二
切
替
決
算
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
五
条
第
二
条
第
三
条
ノ
手
続
キ
ヲ
経
テ
生
糸
改
正
会
社
〈
第
九
十

五
国
立
銀
行
ヨ
リ
此
約
定
期
限
内
〈
数
回
二
荷
為
換
前
金
ヲ
繰
返
シ

借
受
ル
事
ヲ
得
へ
シ

第
六
条
荷
為
換
前
金
貸
ノ
利
息
〈
生
糸
改
正
会
社
二
於
テ
借
入
ダ
ル

日
ヨ
リ
返
金
当
日
即
チ
生
糸
ヲ
出
シ
テ
荷
為
換
ヲ
取
組
ダ
ル
日
マ
テ

壱
ヶ
年
（
三
百
六
十
日
ト
定
ム
）
八
朱
ノ
日
歩
割
合
ヲ
以
テ
第
九
十

五
国
立
銀
行
へ
仕
払
へ
シ

第
七
条
荷
為
換
ノ
手
数
料
〈
金
高
百
円
二
付
三
拾
銭
ノ
定
ノ
其
荷
為

換
ヲ
取
組
ダ
ル
日
生
糸
改
正
会
社
〈
之
ヲ
第
九
十
五
国
立
銀
行
へ
仕

払
へ
シ

第
八
条
生
糸
改
正
会
社
二
於
テ
此
約
定
ノ
旨
一
一
違
背
シ
前
金
返
入
ノ

期
ヲ
怠
ル
時
〈
第
九
十
五
国
立
銀
行
〈
期
限
中
ト
錐
モ
之
ヲ
解
約
シ

一
時
一
一
元
利
金
決
算
ヲ
為
サ
シ
ム
事
ア
ル
ヘ
シ

第
九
条
生
糸
改
正
会
社
〈
此
約
定
一
一
付
別
紙
地
所
書
入
証
ノ
通
り
根

抵
当
ト
シ
テ
之
ヲ
第
九
十
五
国
立
銀
行
へ
差
出
シ
置
ク
ニ
付
此
荷
為

二
○
六

換
二
係
ル
借
入
金
一
一
付
何
様
ノ
事
故
出
来
損
害
ヲ
壊
ス
事
ア
ル
賦
又

〈
期
限
一
一
至
り
返
金
ノ
手
続
ヲ
怠
ル
時
〈
該
抵
当
之
地
所
売
却
之
上

元
利
決
算
ヲ
ナ
シ
若
シ
不
息
ア
ル
時
〈
生
糸
改
正
会
社
ノ
社
中
一
統

負
債
主
タ
ル
ノ
義
務
ヲ
負
担
シ
之
力
弁
償
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ

第
十
条
此
約
定
中
自
然
改
正
増
補
ヲ
要
セ
サ
ル
事
ヲ
得
サ
ル
時
〈
双

方
熟
議
ノ
上
日
ヲ
定
メ
テ
改
正
増
補
ス
ル
事
ヲ
得
へ
シ

第
十
一
条
此
約
定
〈
明
治
十
四
年
十
二
月
三
十
日
ヲ
以
テ
期
限
ト
定

〆
元
利
決
算
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
其
結
果
ノ
満
足
ナ
ル
ー
ー
於
テ
ハ
第
九
十
五

国
立
銀
行
〈
横
浜
正
金
銀
行
ノ
承
諾
ヲ
得
テ
次
季
ノ
継
約
ヲ
ナ
ス
事

ア
ル
ヘ
シ

右
ノ
条
灸
結
約
セ
ン
証
ト
シ
テ
正
副
弐
通
ヲ
製
シ
各
自
記
調
印
ノ

上
本
書
〈
第
九
十
五
国
立
銀
行
へ
副
〈
生
糸
改
正
会
社
へ
交
付
シ

互
一
一
確
守
ス
ヘ
キ
モ
ノ
也

こ
れ
は
生
産
地
か
ら
輸
出
港
で
あ
る
横
浜
に
い
た
る
間
の
直
輸

出
品
に
対
し
て
貸
与
さ
れ
た
荷
為
替
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
承

る
と
、
そ
の
前
貸
は
通
貨
で
五
万
円
を
限
度
と
し
て
い
た
。
そ
し

て
、
そ
の
貸
付
け
た
日
よ
り
六
十
日
以
内
に
そ
の
金
額
に
た
い
す

る
生
糸
を
時
価
の
十
分
の
七
の
値
段
で
銀
行
に
入
れ
さ
せ
、
そ
の

銀
行
の
横
浜
ま
で
の
荷
為
替
手
形
に
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一

応
前
金
を
返
済
さ
せ
る
が
、
そ
の
為
替
荷
物
が
横
浜
へ
つ
ぎ
荷
受

主
同
仲
会
社
を
通
し
て
海
外
輸
出
の
荷
為
替
を
坂
組
む
こ
と
に
よ

っ
て
完
全
に
前
貸
金
は
決
済
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
海
外
へ
の
輸
出

が
成
立
し
な
か
っ
た
時
は
、
国
内
市
場
に
て
売
却
し
、
そ
れ
に
よ
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っ
て
決
済
さ
れ
る
が
、
云
一
の
場
合
、
通
貨
に
よ
っ
て
で
は
な
く
》

あ
く
ま
で
も
銀
貨
に
よ
っ
て
決
済
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
政

府
を
し
て
通
貨
価
値
の
下
落
を
ふ
せ
ぎ
「
金
銀
貨
ノ
価
格
ヲ
シ
テ

ー
ー
常
平
準
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
」
に
そ
の
ね
ら
い
の
一
端
が
あ
っ
た
が

し
か
し
、
当
時
銀
紙
の
開
き
が
し
だ
い
に
大
き
く
な
り
、
貸
付
金

は
本
来
の
目
的
か
ら
は
な
れ
て
投
機
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
場
合

も
あ
っ
た
Ｂ
）
。
荷
為
替
前
金
貸
の
利
息
は
、
八
朱
の
日
歩
割
合

を
も
っ
て
な
さ
れ
た
。
又
手
数
料
は
百
円
に
対
し
て
三
十
銭
の
割

合
で
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
生
糸
改
正
会
社
が
こ
の
約
定
に
反

し
た
時
に
は
こ
れ
を
解
約
し
、
叉
、
地
所
の
書
入
証
を
根
抵
当
と

し
て
と
り
、
期
限
に
至
っ
て
返
金
出
な
い
時
に
は
そ
の
地
所
を
売

却
す
る
権
利
を
も
ち
、
そ
の
う
え
、
も
し
も
そ
の
不
足
が
あ
る
時

に
は
生
糸
改
正
会
社
全
体
に
そ
の
負
債
を
義
務
づ
け
て
い
た
。
こ

の
よ
う
に
国
立
銀
行
は
、
絶
対
的
確
実
な
方
法
で
そ
の
営
業
を
行

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
国
立
銀
行
は
、
売
込
商
に
も
貸
付
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が

売
込
商
は
そ
の
資
金
で
、
現
地
問
屋
へ
生
糸
買
入
資
金
の
前
貸
と

し
て
の
又
貸
し
金
融
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
売
込
商
は
、
は
や

く
か
ら
蓄
積
さ
れ
た
自
己
資
本
の
ほ
か
に
有
利
な
銀
行
か
ら
の
融

資
を
え
て
さ
ら
に
事
業
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
横
浜
に
お
け
る
銀

国
立
銀
行
と
為
替
業
務
（
新
井
）

四

行
制
度
の
確
立
は
廷
い
っ
そ
う
彼
等
の
存
在
を
蕾
〈
ツ
ク
ア
ッ
プ
し

た
。
「
横
浜
蚕
糸
貿
易
事
情
」
は
「
…
…
財
産
裕
カ
ナ
ル
問
屋
〈

隔
別
ナ
レ
ト
モ
、
多
ク
ハ
自
分
ノ
金
ヲ
貸
出
ス
ー
ー
非
ズ
シ
テ
銀
行

ヨ
リ
融
通
ヲ
附
ケ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
即
チ
、
荷
物
が
問
屋
二
着
セ
シ

以
上
〈
其
問
屋
ノ
名
前
一
一
テ
取
扱
フ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
銀
行
一
一

抵
当
一
一
入
し
、
金
ノ
融
通
ヲ
計
ル
〈
問
屋
ノ
勝
手
ナ
レ
．
〈
、
問
屋

〈
充
分
ノ
資
本
ヲ
要
セ
ザ
レ
バ
、
恰
モ
荷
主
が
一
一
一
百
円
ノ
荷
ヲ
三

十
円
一
一
テ
取
扱
上
得
ル
ガ
如
ク
、
荷
主
一
一
貸
付
ル
金
高
ト
、
銀
行

ヨ
リ
借
入
レ
ル
金
額
ノ
差
金
ア
に
〈
可
ナ
リ
。
尤
モ
銀
行
〈
時
価

ノ
セ
掛
乃
至
入
掛
ヨ
リ
貸
出
サ
ザ
ヒ
〈
、
今
銀
行
ヨ
リ
時
価
ノ
入

掛
一
一
借
り
・
問
屋
一
一
九
掛
一
一
貸
ス
ト
ス
レ
バ
、
一
一
一
百
円
ノ
品
物
Ⅱ

三
十
円
ア
レ
パ
充
分
ナ
ル
ベ
シ
。
而
シ
テ
此
場
合
一
一
〈
銀
行
ヨ
リ

ハ
多
少
低
利
一
一
借
り
、
日
歩
五
厘
内
外
ノ
差
〈
問
屋
ノ
利
益
ト
ナ

ル
ベ
シ
（
Ⅱ
」
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
売
込
商
の
営
業
資
金
は
自
己

資
金
で
は
な
し
に
、
糸
荷
を
抵
当
と
し
た
銀
行
融
資
に
よ
っ
て
い

る
こ
と
、
そ
し
て
銀
行
の
貸
出
利
息
と
売
込
商
の
荷
主
貸
付
利
息

の
差
が
売
込
商
の
利
得
と
な
っ
て
い
た
。
現
地
の
糸
問
屋
仲
買
人

は
、
定
期
市
場
と
か
農
村
を
駆
け
め
ぐ
っ
て
そ
の
借
入
れ
た
資
金

に
よ
っ
て
系
を
買
い
集
め
た
。
ま
た
問
屋
の
場
合
は
売
込
問
屋
の

委
託
買
付
け
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
現
地

の
問
屋
仲
買
等
も
、
遠
隔
地
取
引
商
品
と
し
て
の
生
糸
の
特
質
か

ら
し
て
、
常
に
大
都
市
開
港
場
の
売
込
問
屋
の
市
場
支
配
に
従
属

一
一
○
七
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五

初
期
の
国
立
銀
行
は
、
そ
の
多
く
は
紙
幣
の
発
行
と
公
金
取
扱

い
を
そ
の
機
能
の
大
部
分
と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
明
治
政
府
の

い
だ
い
て
い
た
紙
幣
の
統
一
と
整
理
、
そ
し
て
殖
産
興
業
を
国
立

銀
行
の
肩
に
お
わ
せ
よ
う
と
し
た
過
程
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
っ

た
。
国
立
銀
行
は
そ
の
よ
う
な
政
府
の
意
図
し
た
銀
行
の
近
代
化

即
ち
封
建
的
経
済
機
構
か
ら
資
本
主
義
的
経
済
機
構
へ
の
に
な
い

て
を
請
負
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
通
し
て
産
業
の
育
成

を
こ
こ
ろ
ゑ
た
の
だ
が
、
し
か
し
初
期
の
国
立
銀
行
に
あ
っ
て
は

一
般
的
に
は
む
り
で
あ
っ
た
。
日
本
経
済
の
中
枢
と
し
て
広
く
商

業
機
構
を
掌
握
し
、
こ
れ
を
通
じ
て
商
品
生
産
面
に
も
深
く
喰
い

込
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
特
権
を
も
っ
た
銀
行
で
あ
っ
た
。
第

百
国
立
銀
行
も
あ
る
一
面
で
は
特
権
を
も
っ
た
銀
行
で
あ
る
と
い

っ
て
も
よ
い
。
こ
こ
で
は
荷
為
替
業
務
を
通
し
て
ゑ
て
き
た
が
、

こ
の
荷
為
替
業
務
に
お
い
て
そ
の
一
端
を
ふ
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
は
、
政
府
ｌ
横
浜
正
金
銀
行
ｌ
国
立
銀
行
ｌ
売
込
商

の
一
連
の
つ
な
が
り
の
過
程
か
ら
生
糸
だ
さ
れ
た
。
し
か
し
金
融

機
構
全
体
を
通
し
て
承
た
と
ぎ
、
国
立
銀
行
か
ら
融
資
を
得
て
又

貸
し
し
て
い
る
売
込
商
に
、
前
近
代
的
な
問
屋
制
資
本
と
し
て
の

性
格
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ま
だ
明
治
十
年
代

法
政
史
学
第
一
五
号

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
危
）
。

二
○
八

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
金
融
機
構
も
、
近
代
的
な
面
と
前
近
代
的
な

面
が
同
棲
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
立
銀
行
は
明
治
十
五
年
に
日

本
銀
行
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
は
私
立
銀
行

化
し
て
い
く
が
、
こ
の
過
程
に
あ
っ
て
、
一
部
の
銀
行
は
、
我
国

の
産
業
界
に
確
乎
た
る
礎
を
き
ず
き
あ
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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